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１ 計画策定の背景、目的 

  トンネルは、道路ネットワーク形成において、山などの障害物がある際にも、自動車や

人が安全・円滑・快適に通行する空間を確保することを目的に設置された施設です。 

  本計画は、湯沢町公共施設等総合管理計画（平成２９年２月策定）に基づき、定期点検

による町道のトンネル（以下「トンネル」という。）の状態の把握、計画的な補修を着実

に進め、トンネルの長寿命化とトンネルの補修や維持管理に係る経費の縮減を図りつつ、

重要な道路ネットワークの安全性・信頼性を確保していくために策定するものです。 

今回、国では個別施設計画の実施にあたり、新たにコスト縮減や事業の効率化を行うた

め施設の集約・撤去や新技術等の活用など短期的な数値目標やコスト削減効果を反映す

べく、計画の見直しを求めている状況を踏まえ現計画を改定します。 

 

２ 計画期間 

当該個別施設計画の計画期間は、令和９年度から令和 17 年度とします。なお、計画期

間中の点検結果等を踏まえ、適宜、計画の更新を行います。 

 

３ 施設の現状 

(1) 対象施設 

施設名 所在地 路線名 建設年次 延長 幅員 等級 

奥清津トンネル 大字三国 町道二居清津線 昭和 47 年 517.5ｍ 5.7ｍ C 

 

(2) 施設の現状 

町が管理するトンネルは、令和７年４月１日現在１本あり、建設後の経過年数は５０

年超と高齢化の状況にあります。 

   平成２４年度に点検を実施、平成２５年度にレーダー探査を行い、平成２７年度に詳

細設計・補修設計を行い、平成２９年度、平成３０年度の２年間に修繕工事を行いまし

た。 

 

(3) 施設の課題 

トンネルは、施設の崩壊に至った際の復旧が困難であり、非常に膨大な費用を要する

ため、長寿命化に向けた継続的な管理が望ましい施設です。 

   また、トンネル覆工の剥落や照明など附属物の落下などは、運行車両や歩行者に直接

被害を与える可能性があるため、第三者被害防止の観点から予防保全型（予防維持型）

による管理を行い、適切な時期に補修を行うことで、補修に要する費用の縮減と予算の

平準化を行う必要があります。 

   定期点検による確実な状態把握（早期発見）、点検結果に基づく確実な対策（早期補

修）が必要となっています。 
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４ 個別基本方針（マネジメントの方向性） 

(1) 配置、規模及び機能の適正化について 

   町内には１本のトンネルがありますが、道路ネットワーク形成において重要な施設

であり、将来にわたってトンネルの機能を継続的に発揮するために、状態把握・維持修

繕対策などの管理を行うことが必要となります。 

 

(2) メンテナンスサイクルの基本的な考え方について 

   トンネルの老朽化対策を確実に進めるため、点検から始まり、診断、措置、記録とい

うメンテナンスサイクルを構築します。 

   メンテナンスサイクルの推進により、適切な維持管理を実施します。 

 

(3) 定期点検について 

定期点検については、施設単位で実施するものとし、５年に１回の頻度で、近接目視

を基本とした点検を実施します。 

点検方法は、「道路トンネル定期点検要綱 平成３１年３月 国土交通省道路局」に基

づき、実施します。 

 

(4) 健全性の診断について 

   点検・調査の結果に基づき、健全性の診断を行い、診断結果により下表のとおり区分

します。 

 

  トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示（平成 26 年国土交通省告示第 426 号） 

区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観

点から措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措

置を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性

が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 

    「判定区分Ⅳ」は、変状発見後、緊急に措置します。 

    「判定区分Ⅲ」は、変状発見後、５年以内に措置を講じます。 
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(5) 対策の優先順位の考え方 

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講じます。 

対策の優先順位の考え方として、 

   ・損傷度合（判定区分Ⅳ＞判定区分Ⅲ＞判定区分Ⅱ 等） 

   ・損傷が第三者に与える影響（アーチ部＞側壁部 等） 

   ・路線の重要度（迂回路の有無 等） 

   などを勘案し、計画的に補修を行っていきます。 

 

(6) 記録について 

各種点検結果や補修等の履歴を記録、保存します。 

 

５ 個別基本方針に沿った具体的な取組 

 図 5-1 に個別基本方針の流れを示します。  

個別基本方針に沿った取り組みとして、方針に基づき補修・補強等の対策を実施し、その

結果を定期点検等により確認する。行った対策の補修・補強履歴は適切に管理し、実績を踏

まえた補修単価の設定や、点検結果から対策工法の耐久年の再設定を行い、修繕計画及び事

業費推進制度の向上に努めます。 

 

 

データベースの蓄積

Plan 修繕計画 ・・・ ・橋梁緒元データ

Do 対策実施 ・・・ ・補修・補強工事の実績

　補修履歴の登録（実績の蓄積）

Check 効果の検証 ・・・ ・パトロール、定期点検等

　健全度の把握

Act 事業の見直し ・・・ ・新技術の導入

・補修実績から単価の再設定

・計画的な架替え、補修

図 5-1 個別基本方針の流れ（概要） 
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(1) 基本方針の見直し 

   計画の年度別予算は変動の可能性が高いこと、また施設の損傷が急激に進むことも

あることにより、定期点検までの間にもパトロール等により状態把握に努め、定期的に

基本方針を見直すこととします。 

 

(2) 新技術の活用方針 

令和 11 年度までに、１施設について新技術の活用を積極的に検討し、約 10 万円の修

繕や点検等に係る費用の縮減や、事業の効率化等を図ります。 

 

(3) 集約化・撤去に関する方針 

集約化・撤去の検討を行った結果、対象となる管理施設は市街地と集落を結ぶ重要な

路線であり、代替道路（迂回路）もないことから、社会的活動等に影響を与えるため

集約化・撤去を行うことは困難である。 

なお、周辺状況や施設利用状況の変化により、集約化・撤去については、必要に応

じて再度検討を行うものとする。 

 

(4) 点検結果 

施設名 路線名 点検年度 点検結果 

奥清津トンネル 町道二居清津線 

平成 24 年度 Ⅲ（C3） 

平成 30 年度 Ⅲ（E） 

令和 5 年度 Ⅱ 

 

(5) 対策内容と実施時期 

施設名 措置内容 措置実施時期 概算費用(千円) 

奥清津トンネル 

詳細調査・補修設計 平成 27 年度 7,000 

修繕工事（はく落防止対

策工、漏水対策工、内面

補強工、照明設備撤去・

設置工、背面空洞充填工） 

平成 29 年度 70,000 

背面空洞充填工 平成 30 年度 47,000 
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６ 保全計画 
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７ 位置図

 

二居清津線奥清津トンネル 


